
　訓練を重ねてきた実践さながらの放水、機敏な行
動をぜひご覧ください。
●日時　７月24日（日）午前９時～
●会場　中山町最上川河川敷地内テニスコート
◆雨天等の場合は、大会が中止になることがあります。

消防操法大会を開催します消防操法大会を開催します

※お問い合わせ先
　総務課危機管理Ｇ
　☎６６２-４８９９

夏の安全町民運動
７月19日（火）～８月18日（木）

●暑さから疲労や気のゆるみが原因で居眠り、ぼ
　んやり状態になりやすくなります。こまめに休
　憩して運転に集中しましょう。
●車に乗ったら全席でシートベルト・チャイルド
　シートを着用しましょう。
●飲酒運転は「しない、させない、ゆるさない」！
●交差点では「しっかり止まってはっきり確認」
　を実践しましょう。

町内の活断層上にある町有施設の調査結果について
　今月号より、地震に関する情報をお知らせします。第１回目は「山形盆地断層帯」についてです。
　（次回は、広報なかやま８月号で「家でできる安全対策」についてお知らせする予定です。）
　町では、熊本地震を受け、中山町を南北に走る「山形盆地断層帯（※）」の両脇概ね50ｍ以内に
設置されている町有施設について調査を行いました。結果は次のとおりです。

施　設　名 建築年度 耐　震　化 備　考
中山町斎場 平成21年度 ○ 耐震化されているため、現状利用を続ける。

※「山形盆地断層帯」とは、県内における主要な断層帯の１つで、町内の西部地域を縦断しています。
　今後30年以内にこの活断層を震源とする大規模地震が発生する確率は１％、地震が発生した際は町内全
　域で震度６強から７の地震が発生すると予想されています。

※お問い合わせ先　総務課危機管理Ｇ　☎６６２‐４８９９
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保
険
証
等
の
更
新
に
つ
い
て

※
お
手
続
き
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
税
務
課
住
民
Ｇ 

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
１
１
３

【
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
保
険
証
の
更
新
に

つ
い
て
】

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
証
が
８
月

１
日
に
更
新
さ
れ
る
た
め
、７
月
下
旬
に
新

し
い
保
険
証（
水
色
）を
郵
送
し
ま
す
。

　

お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
、住
所
や
氏
名

に
誤
り
が
な
い
か
確
認
し
、８
月
か
ら
新
し

い
保
険
証
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。ま
た
、有

効
期
限
を
過
ぎ
た
保
険
証
は
住
民
税
務
課
③

番
窓
口
に
お
返
し
い
た
だ
く
か
、個
人
情
報

が
読
み
取
れ
な
い
よ
う
裁
断
し
て
破
棄
し
て

く
だ
さ
い
。

【　
重
度
心
身
障
が
い（
児
）者
医
療
証
・　
親

子
す
こ
や
か
医
療
証
更
新
手
続
き
に
つ
い
て
】

　
こ
れ
ら
の
医
療
証
に
つ
い
て
、
有
効
期
限

就
学
時
健
康
診
断
の
ご
案
内

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
課
学
校
教
育
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
５
４
８
４

●
日
時　
８
月
４
日
（
木
）
受
付
時
間　
午

後
１
時
～
１
時
20
分

●
場
所　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
対
象　
町
内
に
住
所
を
有
す
る
平
成
22
年

は
毎
年
６
月
30
日
に
満
了
し
、
更
新
手
続
き

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
更
新
が
お
済
み
で
な

い
方
は
、
至
急
更
新
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

●
必
要
な
も
の　
▼
現
在
お
持
ち
の
医
療
証

▼
印
か
ん
（
認
印
可
）　

▼
該
当
者
が
加

入
す
る
健
康
保
険
証　
▼
障
が
い
の
程
度

が
確
認
で
き
る
も
の
（
身
の
み
。
身
体
障

害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
、
障
害
年
金
の
支
払
通
知
書

等
）　

▼
特
別
な
事
由
に
よ
り
就
労
が
困

難
な
場
合
の
証
明
書
類
等
（
親
で
扶
養
者

が
就
労
し
て
い
な
い
場
合
）

●固定資産税　　　　　　2期
●国民健康保険税　　　　１期
●介護保険料　　　　　　１期
●後期高齢者医療保険料　１期

納期限　８月１日（月）
今 月 の 納 税 等

◆納税通知書等については、７月１５日に発
送します。お手元に届いた方は内容をご
確認ください。

※お問い合わせ先
住民税務課税務Ｇ　☎６６2‐2１１2

長
崎
小
学
校
の
改
修
工
事
を

行
い
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
課
学
校
教
育
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
　

  

☎
６
６
２
‐
５
４
８
４

　
建
設
課
建
設
整
備
Ｇ
（
工
事
に
関
す
る
こ
と
）

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
１
１
６

　
工
事
期
間
中
は
、
工
事
車
両
の
通
行
や
騒

音
等
で
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
期
間　
７
月
下
旬
～
１１
月
１１
日
（
予
定
）

●
内
容　
校
舎
の
屋
根
・
外
壁
・
空
調
設
備

等
の
改
修　
※
内
容
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、

期
間
が
延
長
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉

給
付
金
の
支
給
申
請
に
つ
い
て

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
福
祉
子
育
て
支
援
Ｇ 

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
６
７
３

　
申
請
期
限
は
８
月
１0
日
で
す
。
申
請
が
お

済
み
で
な
い
方
は
お
早
め
に
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
（
詳
細
は
４
月
１
日
号
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
対
象
と
思
わ
れ
る
方
に
は
町
か

ら
申
請
書
を
郵
送
し
て
い
ま
す
）。

●
対
象　
平
成
27
年
１
月
１
日
時
点
で
中
山

町
に
住
民
登
録
し
て
お
り
、
平
成
27
年
度

分
の
町
県
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方

で
、
平
成
27
年
に
実
施
し
た
臨
時
福
祉
給

付
金
支
給
対
象
者
の
う
ち
、
平
成
28
年
度

中
に
65
歳
以
上
に
な
る
方
（
昭
和
27
年
４

月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）。

●
支
給
額　
１
人
あ
た
り
３
万
円

●
受
付
会
場　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
受
付
時
間　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

15
分

年
に
１
度
は
特
定
健
診
を　

受
け
ま
し
ょ
う

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
住
民
税
務
課
住
民
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
１
１
３

　

健
康
福
祉
課
健
康
づ
く
り
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
８
３
６

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
で
、

今
年
度
の
特
定
健
診
の
受
診
申
込
み
が
な

か
っ
た
方
に
、特
定
健
診（
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ

ン
ド
ロ
ー
ム
に
着
目
し
た
健
康
診
断
で
、メ

タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
を
早
期
に
発
見

し
、該
当
者
に
は
生
活
習
慣
病
を
予
防
す
る

た
め
の
保
健
指
導
が
行
わ
れ
ま
す
）受
診
を

お
勧
め
す
る
電
話
を
差
し
上
げ
て
い
ま
す
。

　

特
定
健
診
は
、自
身
の
健
康
状
態
を
確
認

し
、生
活
習
慣
を
振
り
返
る
大
切
な
機
会
で

空
き
家
無
料
相
談
会
を　

開
催
し
ま
す

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
政
策
推
進
課
政
策
企
画
Ｇ 

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
４
２
７
１

●
日
時　
８
月
７
日（
日
）午
前
９
時
～
正
午

●
会
場　
役
場
１
０
１
会
議
室

●
申
込
方
法　
７
月
2５
日
（
月
）
ま
で
電
話

に
て
事
前
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

◆
登
記
簿
や
固
定
資
産
課
税
証
明
書
を
お
持

ち
い
た
だ
く
と
、
よ
り
具
体
的
な
相
談
が

で
き
ま
す
。

す
。通
院
治
療
中
の
方
も
対
象
と
な
り
、今

か
ら
で
も
申
込
み
が
可
能
で
す
。

戦
没
者
追
悼
式
を　
　
　

　
開
催
し
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
福
祉
子
育
て
支
援
Ｇ 

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
６
７
３

　
先
の
大
戦
に
よ
り
犠
牲
と
な
ら
れ
た
中
山

町
戦
没
者
の
御
霊
を
追
悼
す
る
た
め
、
戦
没

者
追
悼
式
を
開
催
し
ま
す
。

●
日
時　
８
月
５
日
（
金
）
午
前
１0
時
～

●
場
所　
中
央
公
民
館

４
月
２
日
～
平
成
23
年
４
月
１
日
生
ま
れ

の
方

◆
対
象
者
に
は
７
月
下
旬
に
通
知
を
郵
送
し

ま
す
。
該
当
す
る
方
で
通
知
が
届
か
な
い

場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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